
特定非営利活動法人コンカリーニョ　理事長　齋藤千鶴　様

申請者

　　印

別紙①

　　申請者及び申請者の役員等は、下記のことを誓約します。
　　なお、本誓約書の内容及び役員等名簿について、特定非営利活動法人コンカリーニョが必要に応じ、北海
道警察本部に照会することを承諾します。

(1)「暴力団員が実質的に経営を支配する事業者」

　○個人又は役員等が、暴力団員である事業者

　○個人又は役員等が、暴力団員がその経営に実質的に関与している事業者

(2)「その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者」

　○個人又は役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

　　暴力団員を利用するなどしている事業者

　○個人又は役員等が、暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維

持、

　　運営に協力し、若しくは関与している事業者

　○個人又は役員等が、暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者

　○個人又は役員等が、暴力団であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている事業者

【備考】

「暴力団関係事業者」とは、暴力団員が「実質的に経営を支配する事業者」、「その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有

する事業者」をいう。

　３　申請者が、次のいずれかに該当した場合には、入居利用契約の申請を取り下げます。　　
　
　　(1) 法律第２条第２号に規定されている暴力団であった場合

　１　申請者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年５月15日号外法第
77条。以下「法律」という）第２条第２号に規定されている暴力団ではありません。
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　代表者名

暴力団排除に関する誓約書兼役員構成員等名簿

記

令和　7　年　12　月　31　日

曙　太郎

札幌市中央区南１条西1丁目 ２−２

　４　申請者が、入居選定を受けた後に、３の(1)、(2)のいずれかに該当した場合には、本選定の
辞退を行います。

　２　申請者は札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年２月26日条例第６条。以下「
条例」という）第７条第１項に規定されている暴力団関係事業者ではありません。

　５　３又は４に該当する場合、貴団体に対して異議を申し立てず、かつ、損害賠償を求めませ

　所在地

　名　称



性別

　

　2　　アルファベット氏名は、アルファベットとカタカナとを併記すること。

男

女

男

女

男

男

女

男

女

札幌市中央区南10条西10丁目 11−10
女

（　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　）

役員・構成員等名簿（代表者についても記入してください。）

（フリガナ）

申請者（法人および団体）名

生年月日

（ちゅうおう　いちこ） 1980/5/4

役職名氏　　　名

（アケボノ　タロウ） 1980/4/3

曙　太郎 団長

　1　　外国人で日本名もある場合は、各々一列に入力すること。

（　　　　　　　　　）

※ 記入上の留意点

橘 六花

（いちのせ　さんた）

（たちばな　ろっか）

1980/6/10

事務局長

西園寺 四季

会計

（　　　　　　　　　）

1980/7/13

北条 八重

（さくらい　とわこ） 1981/1/14

桜井 十和子

1980/11/12

札幌市中央区南4条西4丁目 5−4

1980/8/18

1980/9/21

渉外

（ほくじょう　やえ）

（もりた　くへい） 1980/12/25

小野寺 七郎

森田 九平

（おのでら　しちろう） 1980/10/5

札幌市中央区南8条西8丁目 9−8

札幌市中央区南3条西3丁目 4−3

住　所

（さいおんじ　しき）

（ふじわら　ごろう）

中央　市子 副団長

一ノ瀬 参太

札幌市中央区南1条西1丁目 2-1

札幌市中央区南2条西2丁目 3−2

アート＆コミュニティー

【備考】１　当該団体の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者）およびすべての団体構成員　　

　

　　　　　　　について記入してください。

藤原 五郎

札幌市中央区南6条西6丁目 7−6

　　　　 

２　複数の団体により構成されたグループにより、入居者の申請を行う場合は、団体ごとに本様式を記載してください。

札幌市中央区南9条西9丁目 10−9

札幌市中央区南7条西7丁目 8−7

札幌市中央区南5条西5丁目 6−5


